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第1節　計画作成の背景

　国の重要無形民俗文化財に指定されている「長
な が  ら  が わ

良川の鵜
う か い り ょ う

飼漁の技
ぎ じ ゅ つ

術」は、鵜
う し ょ う

匠と称さ
れる漁師が飼い慣らした鵜

う

を巧みに操り、鮎
あ ゆ

などの川魚を捕える漁
ぎ ょ

撈
ろ う

の技術である。鵜
う ぶ ね

舟と
呼ばれる舟に鵜匠と船

せ ん ど う

頭が乗り込み、川を下りながら漁を行う。
　鵜飼漁が行われている長良川は、良好な水質を維持した日本屈指の清流である。豊富な
水資源、肥

ひ

沃
よ く

な土壌、多様な生態系等、様々な恩恵をもたらす長良川は、流域に暮らす人々
の生活の基盤となる。その中流域に位置する岐阜市長

な が ら

良と関市小
お ぜ

瀬の 2 か所に、鵜飼漁の
漁
りょう

場
ば

がある。
　社会の変容に伴い、鵜飼漁を取り巻く状況は劇的に変化した。鵜匠は、鵜飼漁における
鮎の漁獲量が減少したことにより、漁師としての仕事だけでは生計を立てていくことができなく
なっている。漁主体から観光主体へと比重が変化する中で、鵜飼漁が継承されている。
　鵜飼漁は、船頭をはじめ、道具を製作する職人、鵜捕獲者等、様々な人々によって支えら
れている。しかし、これらの人材も減少しており、十分な後継者を確保できていないのが現状
である。特に、長良川流域で船頭を生業とする人材が減少し、深刻な船頭不足に悩まされ
ている。
　また、両市や両保存会による普及啓発や情報発信の取組を通じて、少しずつ鵜飼漁の価
値や魅力が周知されてはいるものの、市民の関心度はいまだに低いと言わざるを得ない。また、
自然環境の変化に伴う異常気象や、新型コロナウイルス感染症拡大等、新たな課題も増えて
きている。
　今後、文化財を継承していくには、様々な状況の変化に対応していかなければならない。
従来の取組をさらに発展させるとともに、5 年後、10 年後、その先の未来を見据えた取組を
計画的に実行していく必要がある。

岐阜市長良の鵜飼漁の漁場 関市小瀬の鵜飼漁の漁場
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第 2節　計画作成の目的

　本計画は、重要無形民俗文化財「長良川の鵜飼漁の技術」を保存活用していくための
方針や具体的な措置を示すものである。本計画を着実に実行することで、文化財を未来へと
継承していくとともに、地域のさらなる発展・活性化に繋げていくことを目的とする。
　また、本計画を、両保存会及び両市が中心となって文化財の保存活用に取り組んでいくた
めの基本的な計画として位置付けるとともに、本計画を積極的に公開し、計画の内容を市民
や関係者等と共有することで、様々な連携や支援への展開が期待できる。
　本計画の前半（第１章～第 4 章）で、計画の方向性を検討するための前提となる文化財
の価値と特徴、現状や課題等を整理し、それを踏まえて後半（第 5 章～第 8 章）で保存活
用の基本方針や具体的な措置等を示す。
　本計画では、以下のとおり章ごとにねらいを設定し、計画作成の作業を進めた。

章 ねらい

第１章 計画作成の目的 計画の目的及び各章のねらいを明確化する。

第２章 文化財の概要 文化財に関わる歴史や周辺環境、既往の調査研究を整理する。

第３章 文化財の価値と特徴 価値と特徴を踏まえ、保存活用の具体的な対象を特定する。

第４章 現状と課題 保存・活用・調査研究の視点から現状と課題を整理する。

第５章 基本方針 保存活用の基本方針を定め、将来の展望を描く。

第６章 具体的な措置 今後実施すべき具体的な措置を全て列挙する。

第７章 計画期間に実施する事業 計画期間（5年間）における事業の実施計画を示す。

第 ８ 章 運営・体制 保存活用を推進していくための運営・体制を示す。

章ごとのねらい一覧

岐阜市長良と関市小瀬の位置図
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　本計画の内容は、「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域
計画・保存活用計画の策定等に関する指針」（平成 31 年 3 月 4 日文化庁策定）を踏まえ、
協議会の事務局が素案を作成し、協議会の総会にて審議・決定した。随時、文化庁及び
岐阜県の指導助言を受けながら内容の検討を進めてきた。
　両市は、様々な分野の学識経験者で構成する調査委員会の指導を受けながら、鵜飼漁
の調査研究を実施してきた。本計画の内容についても調査委員会の指導助言を受けた。

「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会（令和 3 年 3 月時点）

委員氏名 役職 所属団体等

杉山　雅彦 会長 岐阜長良川鵜飼保存会会長

足立　太一 副会長 小瀬鵜飼保存会会長

井上　恵美子 事務局長 岐阜市ぎふ魅力づくり推進部文化財保護課長

遠藤　真理子 副事務局長 関市協働推進部文化課長

佐藤　哲史 監事 岐阜市ぎふ魅力づくり推進部次長兼ぎふ魅力づくり推進政策課長

今井田　和也 委員 関市産業経済部観光課長

大塚　清史 委員 岐阜市ぎふ魅力づくり推進部歴史文化財活用審議監兼歴史博物館長

第3節　計画作成体制

　本計画の作成主体は次の４者とする。
　　【保護団体】　岐阜長良川鵜飼保存会　　小瀬鵜飼保存会
　　【行　　政】　岐阜市　　　　　　　　　関市
　本計画作成の実務を行うために、令和 2 年 1 月22日、「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用
協議会を設立した。協議会は、両保存会の会長、両市の文化財部局及び観光部局の代表者、
学識経験者の計 7 名で構成し、岐阜市ぎふ魅力づくり推進部文化財保護課及び関市協働推進
部文化課文化財保護センターが事務局を務める。

「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会
（令和 2 年 12 月24日）

長良・小瀬鵜飼習俗総合調査合同委員会
（令和 2 年 11 月5日）
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※上記委員は両市の委員会委員を兼ねる（足立太一氏は関市の委員会のみ、杉山雅彦氏は岐阜市の委員会のみ）

岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査委員会・関市小瀬鵜飼習俗総合調査委員会（令和 3 年 3 月時点）
（調査の方向性、調査対象、調査成果の解釈等を審議・決定する組織）

岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査専門委員会・関市小瀬鵜飼習俗総合調査委員会専門部会（令和 3 年 3 月時点）
（調査委員会の審議・決定を受けて実際に調査を行う組織）

※上記委員は両市の委員会委員を兼ねる（瀬戸敦子氏は岐阜市の委員会のみ）

委員氏名（五十音順） 所属団体等 専門等

足立　太一 小瀬鵜飼保存会会長 鵜匠

伊東　久之 岐阜大学名誉教授 歴史・民俗

石野　律子 神奈川大学日本常民文化研究所客員研究員 民具

大塚　清史 岐阜市ぎふ魅力づくり推進部歴史文化財活用審議監兼歴史博物館長 民俗

筧　真理子 （公財）犬山城白帝文庫主任学芸員 歴史（文書）

白水　正 （公財）犬山城白帝文庫歴史文化館長 歴史・民俗

杉山　博文 岐阜女子大学理事長 民俗

杉山　雅彦 岐阜長良川鵜飼保存会会長 鵜匠

日比野　光敏 愛知淑徳大学教職・司書・学芸員教育センター教授委員 民俗

委員氏名（五十音順） 所属団体等 専門等

今石　みぎわ 東京文化財研究所無形文化遺産部主任研究員 民俗

上杉　和央 京都府立大学文学部准教授 歴史地理

卯田　宗平 国立民族学博物館准教授 生態人類

亀田　佳代子 滋賀県立琵琶湖博物館上席総括学芸員 生態

瀬戸　敦子 岐阜女子大学文化創造学部助教 観光学

三戸　信惠 山種美術館特別研究員 美術史

望月　良親 高知大学教育学部講師 歴史（文書）

計画作成の組織体制

【
岐
阜
市
域
】

【
関
市
域
】

「長良川の鵜飼漁の技術」
保存活用協議会

岐阜県 文化庁

岐阜市 関市

小瀬鵜飼保存会岐阜長良川鵜飼保存会

岐阜市長良川鵜飼習俗
総合調査（専門）委員会

指導助言

指
導
助
言

補助金交付・計画認定

構成員
負担金支出

構成員
負担金支出

構成員構成員

申請

関市小瀬鵜飼習俗総合
調査委員会（専門部会）
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第5節　計画の位置づけ

　本計画は、両保存会及び両市が中心となって文化財の保存活用に取り組んでいくための
基本的な計画であるとともに、両市が策定した様々な計画等の理念を具現化するための、個
別の文化財計画の一つとしても位置づける。
　岐阜市の都市づくりの総合的な方針を示す「ぎふし未来地図」では、主に「政策 5　生
涯を通じた生きがいづくりの推進」の施策として「生涯学習の推進」、「政策 12　観光・交
流の活性化」の施策として「歴史・文化など地域資源を活用した観光振興」等があり、本
計画の実行を通じてこれらの理念を具現化していく。
　関市のまちづくりの指針となる「関市第 5 次総合計画」においても、主に「政策 3 「まち」
を共に創る（地域づくり・協働）」の「施策 16　生涯学習」や「施策 18　文化・芸術・歴史」、「政
策４　「まち」に活力を生む（産業・経済・雇用）」の「施策 22　観光」等があり、本計
画の実行を通じてこれらの理念を具現化していく。
　また、本計画は次の計画と整合・連携したものにする。

令和 3 年度
（2021）

令和 12 年度
（2030）

令和 7 年度
（2025）

令和 17 年度
（2035）

計画期間

実施期間

運用開始 見直し 見直し 見直し

短期
中期

長期

【期間の定義】
　  計画期間・・・・本計画において実際に取組の対象とする期間（5 年間）
　  実施期間・・・・保存活用の取組を実施する期間（計画期間以降も含む）

第4節　実施期間及び計画期間

　文化財を未来へと継承していくためには、長期的な展望が必要である。そこで、保存活用
の取組の実施期間を最長 15 年間とし、令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間を短期、
令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間を中期、令和 3 年度から令和 17 年度までの 15
年間を長期として設定する。
　短期に該当する令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間を、本計画の計画期間とする。
その後 5 年ごとに、実施した取組の成果を踏まえて本計画を見直すこととする。

実施期間と計画期間の関係
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・「岐阜市文化財保存活用地域計画」（令和２年７月認定）
・本計画以外の個別の文化財計画
・両市の関連する分野別計画（都市、まちづくり、観光、文化、歴史、自然、防災等）
・国や岐阜県が策定した長良川に関連する計画

　さらに、本計画の取組を推進することで、2015 年の国連サミットで採択された国際目標であ
る「持続可能な開発目標（SDGs）」のうち、主に 8 つの目標達成に繋げていく。

本計画の位置づけ

【岐阜市域】

【国】 【岐阜県】

【関市域】

重要無形民俗文化財
「長良川の鵜飼漁の技術」

保存活用計画

市
の
方
針

文
化
財
計
画

分
野
別
計
画

・ぎふし未来地図

・岐阜市文化財保存活用地域計画
・史跡岐阜城跡保存管理計画・整備基本計画
・長良川中流域における
  岐阜の文化的景観保存計画・整備計画

・岐阜市歴史的風致維持向上計画
・岐阜市観光ビジョン
・金華山・長良川まるごと博物館構想
・ぎふ長良川鵜飼かわまちづくり計画
・岐阜市まち・ひと・しごと創生総合戦略
・岐阜市都市計画マスタープラン
・岐阜市教育振興基本計画
・岐阜市文化芸術指針
・岐阜市環境基本計画
・岐阜市生物多様性プラン
・岐阜市景観計画
・岐阜市生涯学習基本計画
・岐阜市地域防災計画　　等　　　

・関市まち・ひと・しごと創生総合戦略
・関市都市計画マスタープラン
・関市教育振興計画
・関市文化振興計画
・関市環境基本計画
・関市景観計画
・関市地域防災計画　　等

・弥勒寺史跡公園整備基本計画

・木曽川水系河川整備計画 ・清流の国ぎふ憲章
・清流長良川の鮎第 2 期世界農業遺産保全計画

・関市第 5 次総合計画

本計画が達成を目指す SDGs の 8 つの目標




